鳥取市総合防災マップ作成業務　企画提案選定委員会設置要綱

（目的）
第1条 この要綱は、鳥取市総合防災マップ作成業務（以下「当該業務」という。）の実施に際し、公募型プロポーザル方式により委託先事業者を選定するために設置する鳥取市総合防災マップ作成業務企画提案選定委員会（以下「選定委員会」という。）に関して必要な事項を定めることを目的とする。
（業務）
第2条 選定委員会は、当該業務に係る企画提案書とプレゼンテーションの内容を、別に定める評価基準に基づき審査し、当該業務の委託先として最も適した事業者を選定する。
２　提案者が１者であっても本プロポーザルは実施するものとする。ただし、審査の結果、提案内容が市の求める水準に達していないと判断された場合には、選定を行わない。なお、提案者が無い場合、本プロポーザルは中止し、内容を精査した上で、新たに募集する。
（組織）
第3条 選定委員会の委員は、次に掲げる者をもって組織する。
（1） 危機管理部長
（2） 災害対策本部の対策部のうち当該業務の審査に適当と認められる者　若干名
２　選定委員会に委員長を置き、危機管理部長を充てる。
３　選定委員会は、必要と認められるときは委員以外の者の意見を求めることができる。
（会議）
第4条 選定委員会は委員長が招集し、会議の議長となる。
２　委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長が指名する委員がその職務を代理する。
３　委員に事故があるときは、代理を出席させることができる。
４　委員の議事は、委員長を含む出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。
５　会議は非公開とする。
（秘密の保持）
第5条 選定委員会に出席した者は、選定委員会の内容及び職務上知り得た秘密を漏ら
してはならない。
（委員の任期）
第6条 委員の任期は、選定された業者と当該業務について、契約を締結した日の翌日
までとする。
（事務局）
第7条 選定委員会に関する庶務を処理するため、事務局を鳥取市危機管理部危機管理　
課に置く。
（その他）
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附　則
この要綱は、令和８年７月６日から施行する。

